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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリンタの装置ケース内に組み込まれた搬送機構及び記録部を含む複数の動作機器と、
前記装置ケースの一側面に開口するユニット収容部に着脱自在に取り付けられる基板ユニ
ットとを備え、
　前記基板ユニットは、前記複数の動作機器の動作に必要な作動電力を出力する電源基板
と、前記複数の動作機器の動作を制御するための制御信号を出力する制御回路を搭載した
メイン基板とを含む回路基板と、前記複数の動作機器に導通されたケーブルが接続される
前記回路基板上のコネクタ配置部が外部に露出するように前記回路基板を収容した金属製
のシールドケースとを備えており、
　前記基板ユニットは、前記ケーブルが前記コネクタ配置部に電気的に接続された状態で
着脱可能であり、
　前記ユニット収容部内に、前記基板ユニットを当該ユニット収容部に挿抜する際に前記
基板ユニットの外面が摺接するガイド壁を有すると共に、
　前記シールドケースには、前記ユニット収容部への挿入方向の前端側に装備されて前記
ユニット収容部へ挿入完了した時に前記ユニット収容部側に装備された係合部に嵌合する
ことによってケース先端側の位置決めを果たす先端位置決め部と、前記ユニット収容部へ
挿入完了した時に前記装置ケースの背面に当接する締結用フランジ部とを備え、
　前記コネクタ配置部には、複数個のコネクタが、コネクタ幅方向が前記基板ユニットの
挿抜方向と直交する向きで、互いに平行に配列されており、
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　前記コネクタは、前記動作機器に導通された可撓性のフラットケーブルと接続可能であ
ることを特徴とするプリンタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプリンタであって、
　前記シールドケースの上面には、排水溝が形成されていることを特徴とするプリンタ。
【請求項３】
　請求項２に記載のプリンタであって、
　前記排水溝は、前記シールドケースの上面における前記コネクタ配置部側の端縁近傍に
、端縁に沿って当該シールドケースの上面を横断するように形成されていることを特徴と
するプリンタ。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載のプリンタであって、
　前記回路基板には、前記ユニット収容部への挿入方向に軸線を向けた筒状を成して基板
上の発熱部品が接触して配置されるヒートシンクと、該ヒートシンク内に送風するファン
とが搭載され、
　前記シールドケースの後面の前記ヒートシンクに対向する位置には、排気穴が設けられ
ていることを特徴とするプリンタ。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載のプリンタであって、
　前記シールドケースが前記回路基板のアース回路に導通接続されると共に、前記基板ユ
ニットを前記ユニット収容部へ挿入した状態で、前記シールドケースと前記装置ケース内
の金属フレームが相互に接触するためのアース接続用突起が、前記シールドケースと前記
金属フレームの少なくとも一方に形成されていることを特徴とするプリンタ。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載のプリンタであって、
　前記複数個のコネクタは、隣接するもの同士で異なる向きで配置されていることを特徴
とするプリンタ。
【請求項７】
　請求項１から６の何れか一項に記載のプリンタであって、
　前記シールドケースの後面には、前記ユニット収容部への前記基板ユニットの挿抜時に
把持可能なツマミ部が突設されていることを特徴とするプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置ケース内に動作機器と動作機器の動作を制御するための回路基板とが組
み込まれる情報処理装置としてのプリンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報処理装置の一例として、パソコン等に接続されるプリンタ（印刷装置）が挙げられ
る。
　プリンタでは、外観を提供する装置ケース内に、記録紙を貯留部から一枚ずつ繰り出し
て所定の搬送経路に沿って搬送する搬送機構や、前記搬送経路の途中に装備されて搬送さ
れてくる記録紙に文字や図形等の画像を記録する記録部や、必要に応じて前記記録部に所
定の移動動作を付与する記録部操作機構等の各種の動作機器が組み込まれている。
【０００３】
　また、同一の装置ケース内に、上述のような各種の動作機器の動作を制御する回路基板
が組み込まれている。この回路基板は、各動作機器の動作に必要な作動電力を出力する電
源回路や、各動作機器の動作タイミング等を制御するための制御信号を出力する制御回路
を搭載するもので、配線基板を組み合わせて構成される。また、回路基板として、追加機
能を付与するためのオプション基板が追加される場合もある。
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【０００４】
　装置ケース内に組み込まれる回路基板は、漏洩電磁波による周囲電子機器への影響を抑
止する目的（ノイズ対策）から、周囲を金属製シールド板で覆う形態にして組み込まれる
ことが多い。また、静電気の影響による誤作動の発生を防止する目的で、回路基板上のア
ース回路は、金属製シールド板、装置ケース内の金属フレームに導通接続される。
【０００５】
　ところで、このようなプリンタにおける回路基板の装置ケースへの取り付け構造は、後
から追加装備されるオプション基板については、装置ケースを分解せずとも装置ケースの
外側面から着脱自在な取り付け構造を採用したものがあるが、標準装備される電源回路や
制御回路を搭載したメイン基板は、例えば装置ケース内に設けた基板取り付け部に直接ね
じ止めして固定する形態が採用されていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２１６５６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、このように装置ケース内に直接ねじ止めして固定する回路基板の取り付け構
造では、回路基板に故障が発生した場合には、装置ケースを分解し、さらに、回路基板の
周囲を覆っていた金属製シールド板等も取り外ししないと回路基板の交換等の復旧処理が
できず、面倒な分解作業が伴うため、回路基板の保守性が悪い状況にあった。
【０００８】
　そこで、回路基板の取り外しを容易にするために、回路基板の周囲を覆う金属製シール
ド板の装備を一部省略したり、取り外し易い簡易な取り付け構造を金属製シールド板に採
用することが考えられるが、このような対応では、シールド板の遮蔽効果の低下によって
ノイズ抑止性能が低下したり、回路基板の耐水性が低下する虞があり、耐静電気性が低下
する虞があった。
【０００９】
　本発明の目的は、装置ケースを分解せずとも装置ケース内の回路基板を簡単に着脱して
速やかに交換することができて、回路基板の保守性を向上させることができるプリンタを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成することのできる本発明に係るプリンタは、プリンタの装置ケース内に
組み込まれた搬送機構及び記録部を含む複数の動作機器と、前記装置ケースの一側面に開
口するユニット収容部に着脱自在に取り付けられる基板ユニットとを備え、
　前記基板ユニットは、前記複数の動作機器の動作に必要な作動電力を出力する電源基板
と、前記複数の動作機器の動作を制御するための制御信号を出力する制御回路を搭載した
メイン基板とを含む回路基板と、前記複数の動作機器に導通されたケーブルが接続される
前記回路基板上のコネクタ配置部が外部に露出するように前記回路基板を収容した金属製
のシールドケースとを備えており、
　前記基板ユニットは、前記ケーブルが前記コネクタ配置部に電気的に接続された状態で
着脱可能であり、
　前記ユニット収容部内に、前記基板ユニットを当該ユニット収容部に挿抜する際に前記
基板ユニットの外面が摺接するガイド壁を有すると共に、
　前記シールドケースには、前記ユニット収容部への挿入方向の前端側に装備されて前記
ユニット収容部へ挿入完了した時に前記ユニット収容部側に装備された係合部に嵌合する
ことによってケース先端側の位置決めを果たす先端位置決め部と、前記ユニット収容部へ
挿入完了した時に前記装置ケースの背面に当接する締結用フランジ部とを備え、
　前記コネクタ配置部には、複数個のコネクタが、コネクタ幅方向が前記基板ユニットの
挿抜方向と直交する向きで、互いに平行に配列されており、
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　前記コネクタは、前記動作機器に導通された可撓性のフラットケーブルと接続可能であ
ることを特徴としている。
【００１１】
　このような構成のプリンタは、装置ケース内に組み込まれる回路基板が、基板ユニット
として着脱自在に装置ケースに取り付けられる構成であるため、回路基板に故障が生じた
場合には、装置ケースを分解せずとも基板ユニットを取り外して、基板ユニット単位で交
換することで、回路基板の故障を速やかに復旧させることができ、回路基板の保守性を向
上させることができる。
　また、ユニット収容部に基板ユニットを挿入する際、基板ユニットの外面がユニット収
容部側のガイド壁上を摺動する状態で案内されるため、基板ユニットの挿入時に面倒な位
置合わせが不要となる。そして、基板ユニットをユニット収容部へ挿入完了した時には、
シールドケースの前端側の先端位置決め部がユニット収容部側の係合部に嵌合することに
よって、シールドケースの先端部が位置決め固定され、シールドケース後端の締結用フラ
ンジ部を装置ケースの背面にねじ締め等によって締結することで、基板ユニットの前後が
それぞれしっかりと装置ケースに固定された状態になる。
　すなわち、基板ユニットの装置ケースへの固定は、基板ユニットを装置ケースのユニッ
ト収容部に挿入して、基板ユニットの後端の締結用フランジ部を装置ケースに締結するだ
けで良く、ねじ締め等の締結箇所も少なく、極めて容易に固定作業を完了させることがで
きる。また、基板ユニットの装置ケースからの離脱は、着脱時とは逆の操作で良く、基板
ユニットの後端の締結用フランジ部を締結していたねじ部材等を緩めて、基板ユニットを
引き出すだけでよく、これも簡単な操作となり、基板ユニットの装置ケースへの着脱が、
容易且つ速やかにでき、回路基板の保守性向上に大きく貢献する。
　また、フラットケーブルが、基板ユニットをユニット収容部に挿抜する際に可撓変形し
易い向き（すなわち、フラットケーブルの幅方向が、基板ユニットの挿抜方向に直交する
向き）でコネクタ配置部に接続されることになり、基板ユニットの挿抜時のケーブルの変
形で大きな抵抗力が発生することがない。したがって、基板ユニットの挿抜時の操作力を
低減させて、操作を容易にすることができ、また、無理な曲げによるフラットケーブルの
破損を防止することができる。
【００１４】
　また、本発明に係るプリンタにおいて、前記シールドケースの上面には、排水溝が形成
されていることが好ましい。また、前記排水溝は、前記シールドケースの上面における前
記コネクタ配置部側の端縁近傍に、端縁に沿って当該シールドケースの上面を横断するよ
うに形成されていることがより好ましい。
【００１５】
　このような構成のプリンタによれば、シールドケースの上面に水滴が発生したり水が流
れ込んできても、シールドケースの上面から積極的に水を排除することができ、電源基板
及び回路基板の耐水性を向上させることができる。特に、コネクタ配置部側の端縁近傍に
排水溝が設けられている場合には、シールドケースの上面を伝ってコネクタ配置部側に流
れる水滴を、基板ユニットの両側に方向変換して排出することができ、水滴によるコネク
タ配置部の損傷を防止することができる。これにより、回路基板の保守性を損なわずに耐
水性を向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明に係るプリンタにおいて、前記回路基板には、前記ユニット収容部への挿
入方向に軸線を向けた筒状を成して基板上の発熱部品が接触して配置されるヒートシンク
と、該ヒートシンク内に送風するファンとが搭載され、前記シールドケースの後面の前記
ヒートシンクに対向する位置には、排気穴が設けられていることが好ましい。
【００１７】
　このような構成のプリンタによれば、シールドケース内に導入された冷却用空気は、ヒ
ートシンク内を流れることで、ヒートシンクに接触配備されている発熱部品を効率良く冷
却することができ、発熱部品の過昇温を抑止して、回路基板の動作信頼性を向上させるこ
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とができる。これにより、回路基板の保守性を損なわずに回路基板の冷却効果を高めて、
回路基板の動作信頼性を向上させることができる。
【００１８】
　また、本発明に係るプリンタにおいて、前記シールドケースが前記回路基板のアース回
路に導通接続されると共に、前記基板ユニットを前記ユニット収容部へ挿入した状態で、
前記シールドケースと前記装置ケース内の金属フレームが相互に接触するためのアース接
続用突起が、前記シールドケースと前記金属フレームの少なくとも一方に形成されている
ことが好ましい。
【００１９】
　このような構成のプリンタによれば、回路基板のアース回路がシールドケースを介して
装置ケース内の金属フレームに導通接続されて、静電気の滞留が解消されるため、例えば
金属フレーム等の一部に滞留する静電気の放電等によって障害が発生することを防止でき
る。
　したがって、回路基板の保守性を損なわずに、回路基板の耐静電気性及びノイズ抑止性
能を向上させることができる。
【００２０】
　また、本発明に係るプリンタにおいて、前記複数個のコネクタは、隣接するもの同士で
異なる向きで配置されていることがより好ましい。
【００２２】
　さらに、隣接するコネクタ同士の向きが異なっている場合には、フラットケーブルをコ
ネクタ配置部のコネクタに接続する際に、誤って隣のコネクタに挿入した場合でも、フラ
ットケーブルの端子とコネクタの端子の向きが違うために電気的導通が図れず、誤接続を
防止することができる。
【００２３】
　また、本発明に係るプリンタにおいて、前記シールドケースの後面には、前記ユニット
収容部への前記基板ユニットの挿抜時に把持可能なツマミ部が突設されていることが好ま
しい。
【００２４】
　このような構成のプリンタによれば、基板ユニットを装置ケースから挿抜する際に把持
する専用のツマミ部が基板ユニットの後面に突出しているため、基板ユニットの挿抜操作
時に、基板ユニットの後面に配置される外部入力用のコネクタ等を不用意に掴んでしまう
ことを防止でき、挿抜時の取り扱い性及び保安性が向上する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のプリンタによれば、装置ケース内に組み込まれる回路基板が、基板ユニットと
して着脱自在に装置ケースに取り付けられる構成であるため、装置ケースを分解せずとも
装置ケース内の回路基板を簡単に着脱して速やかに交換することができ、回路基板の保守
性が良好である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明に係るプリンタの実施形態の一例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１～図１０は本発明に係るプリンタの一実施形態を示したものであり、図１は本発明
に係るプリンタの前面側斜め上方から見た斜視図であり、図２は図１に示したプリンタの
後面側斜め上方から見た斜視図であり、図３は図１に示したプリンタの装置ケースから基
板ユニットを取り外した状態の分解斜視図であり、図４は図３に示した基板ユニットの上
シールドプレートを取り外した状態の斜視図である。
【００２７】
　本実施形態の情報処理装置１は、主に業務用に使用されるプリンタであり、図１に示す
ように、下部ケース３と上部ケース５とから構成される装置ケース７の前面中央に、記録
紙を装填した略箱形の用紙カセット９が着脱自在に装着されている。また、用紙カセット
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９の上面開放部を覆うように、印刷が終了した記録紙を受ける排紙トレイ１１が装備され
ている。
　また、装置ケース７の前面の両側には、動作状態を表示する表示部１３や、操作部１４
が設けられている。
【００２８】
　装置ケース７内には、記録紙を用紙カセット９から一枚ずつ繰り出して所定の搬送経路
に沿って搬送する搬送機構や、搬送経路の途中に装備されて搬送されてくる記録紙に文字
や図形等の画像を記録する記録部や、必要に応じて前記記録部に所定の移動動作を付与す
る記録部操作機構等の各種の動作機器が組み込まれる。
【００２９】
　プリンタ１の搬送機構は、前面下部の用紙カセット９から一枚ずつ装置後部に繰り出さ
れた記録紙を、装置ケース７内の略Ｕ字状の搬送経路に沿って送り、搬送経路の途中に装
備された記録部によって記録処理が終了したものを、排紙トレイ１１の上に排出するもの
である。そして、このプリンタ１の搬送機構では、略Ｕ字状の搬送経路を構成するガイド
部品や搬送ローラの一部が、図２に示す装置後面の開閉カバー１６の裏面に組み付けられ
ていて、この開閉カバー１６を開閉操作することで、略Ｕ字状の搬送経路を外部に露出可
能にしている。
　このような開閉機構により、紙詰まり等の際に、詰まった記録紙を取り出し易くなって
いる。
【００３０】
　図３に示すように、装置ケース７の一側面である後面には、略直方体状の空洞であるユ
ニット収容部２１が開口しており、このユニット収容部２１には、基板ユニット２３が着
脱自在に取り付けられる。この基板ユニット２３は、図４に示すように、装置ケース７内
に組み付けられる搬送機構や記録部等の複数個の動作機器の動作を制御するための回路基
板２５と、複数個の動作機器がコネクタ接続される回路基板２５上のコネクタ配置部２７
が外部に露出するように回路基板２５を収容した金属製のシールドケース２９とから構成
されている。
【００３１】
　本実施形態の場合、回路基板２５は、トランスやコンデンサ等の電源部品を搭載して、
各動作機器の動作に必要な電力を出力する電源基板３１と、各動作機器の動作タイミング
等を制御するための制御信号を出力する制御回路を搭載したメイン基板３３との２枚のプ
リント配線基板から構成されており、コネクタ配置部２７はメイン基板３３の一端側に設
定されている。電源基板３１及びメイン基板３３は、水平に並んで配置されている。
【００３２】
　金属製のシールドケース２９は、下シールドプレート３５と上シールドプレート３７と
で、回路基板２５を収容する略箱形の収容部を画成する。これらのシールドプレート３５
，３７は、何れも、金属板のプレス成形によって形成されている。
　下シールドプレート３５は、図４～図６に示すように、電源基板３１及びメイン基板３
３が載置され、ねじ止めされる底面板３５ａと、この底面板３５ａの後端縁から上方に立
ち上がる後面板３５ｂとを備えた構成で、後面板３５ｂには、外部からの電源コードを接
続する電源コンセント４１や、パソコン等に接続される入出力コネクタ４３が取り付けら
れている。
　また、下シールドプレート３５の後面板３５ｂには、電源基板３１の発熱部に対向する
位置に吸気穴４５が貫通形成され、メイン基板３３の発熱部に対向する位置に排気穴４７
が貫通形成されている。
【００３３】
　上シールドプレート３７は、下シールドプレート３５に固定された電源基板３１及びメ
イン基板３３の上方を覆う上面板３７ａと、この上面板３７ａの左端（図４，図５では図
中右手前端）から垂直下方に延出した左側面板３７ｂと、上面板３７ａの右端（図４，図
５では図中左奥端）から垂直下方に延出した右側面板３７ｃと、上面板３７ａの前端から
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垂直下方に延出した前面板３７ｄ（図６参照）とを備えた構成で、下シールドプレート３
５に組み付けられることで、電源基板３１及びメイン基板３３を収容する略箱形の収容部
を画成する。
【００３４】
　本実施形態の場合、ユニット収容部２１内の右側部には、図３に示すように、基板ユニ
ット２３をユニット収容部２１に挿抜する際に、基板ユニット２３の右側面板３７ｃによ
る平坦な外面が摺接するガイド壁５１が設けられている。基板ユニット２３をユニット収
容部２１に挿入する際には、基板ユニット２３の右側面板３７ｃをガイド壁５１に当てな
がらスライドさせて押し込むことで、挿入操作が円滑になる。
【００３５】
　シールドケース２９の上シールドプレート３７は、図９及び図１０に示すように、ユニ
ット収容部２１への挿入方向の前端側となる前面板３７ｄの上端に、一対の先端位置決め
部５３が装備されている。これらの先端位置決め部５３は、左右に離間されて配置されて
いて、基板ユニット２３をユニット収容部２１へ挿入完了した時に、ユニット収容部２１
側の対応する位置に装備された係合部５５に嵌合することによって、ケース先端側の位置
決めを果たす。
　本実施形態の場合、先端位置決め部５３は嵌合穴で、係合部５５は、装置ケース７内に
固定される金属フレーム５７に切り起こし形成した嵌合爪であるが、逆に先端位置決め部
５３を嵌合爪にして、係合部５５を嵌合穴にすることも可能である。
【００３６】
　シールドケース２９の下シールドプレート３５は、図５及び図１０に示すように、基板
ユニット２３をユニット収容部２１へ挿入完了した時に、装置ケース７の背面に当接する
一対の締結用フランジ部５９が、後面板３５ｂの上部に一体形成されている。各締結用フ
ランジ部５９は、左右に離間して配置されていて、ねじ部材６１による締め付けによって
、装置ケース７の背面に締結固定される。
【００３７】
　本実施形態の場合、図５に示すように、シールドケース２９の上面でコネクタ配置部２
７側の端縁（すなわち、上面板３７ａの左端縁）には、端縁に沿う方向（図中の矢印Ｂ方
向）にシールドケース２９の上面を横断する排水溝６３が装備されている。この排水溝６
３は、その排水性を向上させるために何れかの方向へ若干傾斜していると良く、本実施形
態では基板ユニット２３の前方側（図５中の右奥側）に向かって、水平面から７°程度下
るように傾斜されている。
【００３８】
　また、回路基板２５を構成するメイン基板３３には、図４に示すように、シールドケー
ス２９のユニット収容部２１への挿入方向に軸線を向けた筒状を成して基板上の発熱部品
であるトランジスタ６６が接触配置されるヒートシンク６５と、当該ヒートシンク６５内
に送風するファン６７とが搭載されている。シールドケース２９の後面となる後面板３５
ｂに形成した排気穴４７は、ヒートシンク６５の開口位置に対向するように設けられてい
る。
【００３９】
　また、本実施形態の場合、電源基板３１及びメイン基板３３は、例えば、図４に示すよ
うに、ねじ部材７１によって下シールドプレート３５の底面板３５ａにねじ止めされる際
に、各基板上のアース回路が底面板３５ａに導通接続される。
　そして、各基板上のアース回路がアース接続されたシールドケース２９の上面板３７ａ
には、図６に示すように、左右に離間して、一対のアース接続用突起７３が形成されてい
る。これらのアース接続用突起７３は、凸曲面状に形成されており、基板ユニット２３を
ユニット収容部２１へ挿入完了した時に、複数個の動作機器を支持している金属フレーム
５７に弾性接触して、金属フレーム５７とシールドケース２９との導通接続を果たす。ま
た、上記の締結用フランジ部５９と装置ケース７の背面との接触によってもアースのため
の導通接続を果たすことができる。
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　アース接続用突起７３の装備位置は、本実施形態のものに限らない。例えば、金属フレ
ーム５７に接触可能な位置であれば、ケース外面上の任意の位置に変更することが可能で
ある。また、金属フレーム５７側にアース接続用突起７３が形成されていても良い。すな
わち、アース接続用突起７３が、シールドケース２９側と金属フレーム５７側の少なくと
も一方に形成されていれば良い。好ましくは、シールドケース２９の上面四隅に近い位置
でアース接続がなされると、回路基板２５を静電気から保護しやすい。
【００４０】
　本実施形態の場合、図７及び図８に示すように、回路基板２５上のコネクタ配置部２７
には、複数個のコネクタＣ１～Ｃ７を、コネクタ幅方向が基板ユニット２３の挿抜方向と
直交する向きで、互いに平行に配列している。
　また、コネクタ配置部２７に互いに平行に配列される複数個のコネクタＣ１～Ｃ７は、
隣接するもの同士で異なる向き、好ましくは表裏逆向きになるように、配置されている。
これらの各コネクタＣ１～Ｃ７は、装置ケース７内の複数個の動作機器に導通されたフラ
ットケーブルＦを挿入して接続するものである。
【００４１】
　図３に示すように、装置ケース７に装着される基板ユニット２３の後面には、樹脂製の
コネクタカバー８１が装着される。また、コネクタカバー８１によって覆われるシールド
ケース２９の後面には、図５に示すように、ユニット収容部２１への基板ユニット２３の
挿抜時に把持するツマミ部８３が突設されている。ツマミ部８３は、上シールドプレート
３７の上面板３７ａの後縁に一体的に形成したもので、ドライバや手指の爪等を引っ掛け
ることのできるスリット８３ａが設けられている。
【００４２】
　以上説明した情報処理装置１では、装置ケース７内に組み込まれる回路基板２５は、基
板ユニット２３として着脱自在に装置ケース７に取り付けられる構成であるため、回路基
板２５に故障が生じた場合には、装置ケース７を分解せずとも基板ユニット２３を取り外
して、基板ユニット２３単位で交換することで、回路基板２５の故障を速やかに復旧させ
ることができ、回路基板２５の保守性を向上させることができる。
【００４３】
　また、装置ケース７に対する基板ユニット２３の取り付けは、装置ケース７の一側面に
開口するユニット収容部２１に基板ユニット２３を挿入するが、その際、基板ユニット２
３の平坦な外面がユニット収容部２１側のガイド壁５１上を摺動する状態で案内されるた
め、基板ユニット２３の挿入時に面倒な位置合わせが必要とならない。そして、基板ユニ
ット２３をユニット収容部２１へ挿入完了した時には、シールドケース２９の前端側の先
端位置決め部５３がユニット収容部２１側の係合部５５に嵌合することによって、シール
ドケース２９の先端部が位置決め固定され、シールドケース２９後端の締結用フランジ部
５９を装置ケース７の背面にねじ締めによって締結することで、基板ユニット２３の前後
がそれぞれしっかりと装置ケース７に固定された状態になる。
【００４４】
　すなわち、基板ユニット２３の装置ケース７への固定は、基板ユニット２３を装置ケー
ス７のユニット収容部２１に挿入して、基板ユニット２３の後端の締結用フランジ部５９
を装置ケース７に締結するだけで良く、ねじ締め等の締結箇所も少なく、極めて容易に固
定作業を完了させることができる。また、基板ユニット２３の装置ケース７からの離脱は
、着脱時とは逆の操作で良く、基板ユニット２３の後端の締結用フランジ部５９を締結し
ていたねじ部材等を緩めて、基板ユニット２３を引き出すだけでよく、これも簡単な操作
となり、基板ユニット２３の装置ケース７への着脱が、容易且つ速やかにでき、回路基板
２５の保守性向上に大きく貢献する。
【００４５】
　また、情報処理装置１では、回路基板２５はシールドケース２９に収容された形態で、
例えば、シールドケース２９を隙間が排熱等のための必要最小限に抑えられた箱構造にし
ておくことで、回路基板２５の周囲の遮蔽効果が向上し、電磁遮蔽によるノイズ抑止性能
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を向上させることができる。また、回路基板２５の上方を覆うシールドケース２９の上面
壁が、装置ケース７内での結露による水滴が回路基板２５上に滴下することを防止するた
め、回路基板２５の耐水性を向上させることができる。特に、シールドケース２９の上面
に形成した排水溝６３は、シールドケース２９の上面を伝ってコネクタ配置部２７側に流
れる水滴を、基板ユニット２３の両側に方向変換して排出する役割を果たし、水滴による
コネクタ配置部２７の汚損を防止して、回路基板２５の耐水性向上に大きく貢献する。
　すなわち、本実施形態の情報処理装置１では、回路基板２５の保守性を損なわずに、ノ
イズ抑止性能を向上させることができ、また、回路基板２５の耐水性を向上させることが
できる。
【００４６】
　また、本実施形態の情報処理装置１では、図５に示したように、シールドケース２９の
後面で、シールドケース２９上の排気穴から離れた位置に吸気穴を開口させておくことで
、シールドケース２９内に新鮮な冷却用空気を循環させることができる。また、シールド
ケース２９内に導入された冷却用空気は、図４に示したヒートシンク６５内を流れること
で、ヒートシンク６５に接触配備されている発熱部品を効率良く冷却することができ、発
熱部品の過昇温を抑止して、回路基板２５の動作信頼性を向上させることができる。
　すなわち、本実施形態の情報処理装置１では、回路基板２５の保守性を損なわずに、回
路基板２５の冷却効果を高めて、回路基板２５の動作信頼性を向上させることができる。
【００４７】
　また、上記の情報処理装置１では、回路基板２５のアース回路が、シールドケース２９
を介して、装置ケース７内の金属フレーム５７に導通接続されて、静電気の滞留が解消さ
れるため、例えば金属フレーム５７等の一部に滞留する静電気の放電等によって障害が発
生することを防止できる。したがって、回路基板２５の保守性を損なわずに、回路基板２
５の耐静電気性を向上させることができる。
【００４８】
　また、上記の情報処理装置１では、図３に示したように各動作機器をコネクタ配置部２
７のコネクタに接続するケーブルが可撓性を有するフラットケーブルＦであれば、各動作
機器からの複数本のフラットケーブルＦは、基板ユニット２３をユニット収容部２１に挿
抜する際に可撓変形し易い向き（すなわち、フラットケーブルＦの幅方向が、基板ユニッ
トの挿抜方向に直交する向き）でコネクタ配置部２７に接続されることになり、基板ユニ
ット２３の挿抜時のケーブルの変形で大きな抵抗力が発生することがない。したがって、
基板ユニット２３の挿抜時の操作力を低減させて、操作を容易にすることができ、また、
無理な曲げによるケーブルの破損を防止することができる。また、基板ユニット２３の挿
抜途中の位置でフラットケーブルＦの接続を行うことができ、作業性が良好である。
【００４９】
　また、上記の情報処理装置１では、各動作機器からのフラットケーブルＦをコネクタ配
置部のコネクタに挿入接続する場合に、誤って隣のコネクタに挿入した場合、端子の向き
が違うために端子相互の導通ができず、誤接続が防止される。
【００５０】
　さらに、上記の情報処理装置１では、基板ユニット２３を装置ケース７から挿抜する際
に把持する専用のツマミ部８３が基板ユニット２３の後面に突出しているため、基板ユニ
ット２３の挿抜操作時に、基板ユニット２３の後面に配置される外部入力用のコネクタ等
を不用意に掴んでしまうことを防止でき、挿抜時の取り扱い性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係るプリンタの一実施形態の前面側斜め上方から見た斜視図である。
【図２】図１に示したプリンタの後面側斜め上方から見た斜視図である。
【図３】図１に示したプリンタの装置ケースから基板ユニットを取り外した状態の分解斜
視図である。
【図４】図３に示した基板ユニットから金属製シールドケースを構成する上シールドプレ
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【図５】図３に示した基板ユニットの拡大図である。
【図６】図３に示した基板ユニットの前面側から見た斜視図である。
【図７】図４に示した基板ユニットの上シールドプレートを取り外した状態の平面図であ
る。
【図８】図７のＡ部の拡大図である。
【図９】図２に示す装置ケース内の金属フレームと基板ユニットの先端部との係合構造を
示す斜視図である。
【図１０】図２に示すプリンタのユニット収容部にコネクタ配置部が取り付けられた状態
の垂直断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１：プリンタ（情報処理装置）、３：下部ケース、５：上部ケース、７：装置ケース、９
：用紙カセット、１１：排紙トレイ、１６：開閉カバー、２１：ユニット収容部、２３：
基板ユニット、２５：回路基板、２７：コネクタ配置部、２９：シールドケース、３１：
電源基板、３３：メイン基板、３５：下シールドプレート、３５ａ：底面板、３５ｂ：後
面板、３７：上シールドプレート、３７ａ：上面板、３７ｄ：前面板、４５：吸気穴、４
７：排気穴、５１：ガイド壁、５７：金属フレーム、５９：締結用フランジ部、６３：排
水溝、６５：ヒートシンク、６７：ファン、７３：アース接続用突起、８１：コネクタカ
バー、Ｃ１～Ｃ７：コネクタ、Ｆ：フラットケーブル

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】
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